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１ 背景及び対象施設の現状 

 
 1-1 背景と目的 
 

鹿児島県が管理する道路附属物等の中には、シェッド、大型カルバート、横断歩道

橋、門型標識等など、比較的大型の構造物があります。高度経済成長期以降に建設さ

れた多くの施設が、今後、急速に高齢化し、更新や修繕に要する費用が急増すること

が予想されます。 

このため、道路附属物等長寿命化修繕計画を策定し、予防的な修繕による対象施設

の長寿命化や計画的な更新に取組むことにより、効率的な維持管理を推進することと

しました。 

 

 1-2 対象施設 

計画の対象とする施設は、下記の施設とします。（2024 年 3月 31 日時点）。 
・シェッド       【 15 施設】 

・大型カルバート    【  5 施設】 

・横断歩道橋      【 26 施設】 

・門型標識等      【 48 施設】  

合     計     【 94 施設】 
◆シェッド               ◆大型カルバート 

 

 

 

 

 

  
※ロックシェッド             ※内空に２車線以上の道路を有する 

程度の規模のもの 
◆横断歩道橋               ◆門型標識等 

 

 

 

 

 

 

※門型支柱を有する大型の道路標識 

及び道路情報提供装置 
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 1-3 対象施設の現状 
 

対象施設(建設年が不明なものを除く)のうち、建設後 50 年を経過している施設は、

全体の約 20%の 15 施設です。10 年後には約 34%（25 施設）、20 年後には約 75%（55 施

設）となり、今後急速に高齢化を迎えます。 

 

 
図 －【対象施設の経過年数別割合】 

 
建設後 50 年以上となる橋梁の割合を以下に示します。 

 
図 －【建設後 50 年以上となる施設の割合】 

※建設年が不明なものを除く 74 施設で集計 

  

売上高

50 年未満 

49 施設 

66% 

50 年以上 

25 施設 

34% 

10 年後(2033 年) 

10~19 年 
4 施設 

5％ 

50 年以上

15 施設 
20％ 

20~29 年 
15 施設 

20％ 

30~39 年 
30 施設 

41％ 

40~49 年 
10 施設 

14％ 

50 年未満 

59 施設 

80% 

50 年以上 

15 施設 

20% 

現在(2023 年) 

50 年未満 

19 施設 

26% 50 年以上 

55 施設 

74% 

20 年後(2043 年) 
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 1-4 対象施設の損傷状態 
 

令和元年度～令和５年度に実施した対象施設（94施設）の定期点検結果は以下のと

おりです。 

 

 

 

 

 

 

 

【全体 94 施設】 

 
 

 

 

 

 

【シェッド 15 施設】                    【大型カルバート 5 施設】 

 

 

 

 

 

 

 

【横断歩道橋 26 施設】                    【門型標識等 48 施設】 

図－判定区分別の道路附属物等の施設割合 

 

表－判定区分 

（トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示 平成 26 年 7月） 

区分 状態 

Ⅰ 健    全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急

に措置を講ずべき状態。 

Ⅰ 

12 施設 

13% 

Ⅱ 

52 施設 

55% 

Ⅳ 

4 施設 

4% 

Ⅲ 

26 施設 

28% 

Ⅱ 

3 施設 

20% 

Ⅲ 

12 施設 

80% 

Ⅱ 

5 施設 

100% 

Ⅰ 

5 施設 

19% 

Ⅱ 

16 施設 

62% 

Ⅲ 

5 施設 

19% 

Ⅰ 

7 施設 

15% 

Ⅱ 

28 施設 

58% 

Ⅲ 

9 施設 

19% 

Ⅳ 

4 施設 

8% 
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２ 施設の管理方法 

 
 2-1 維持管理体系 

 

施設を適切に維持管理するために日常管理、計画的管理、異常時管理の３つに分け

て管理します。 
 

○日常管理 

安全で円滑な交通の確保を図るとともに劣化・損傷要因の早期除去を目的と

します。日常点検は、清掃、維持作業等をこまめに行い、軽微な損傷に対して

は必要に応じて応急的な対策工事を実施します。       

 

○計画的管理 

施設の状態を把握するために５年サイクルで定期点検を実施します。 

点検中は、状況に応じて清掃も行います。また、点検結果に基づき、必要に

応じた計画的な対策工事を実施します。 

 
○異常時管理 

地震(震度４以上)等の異常時における点検や、必要に応じて全国的に実施さ

れる構造物の特定の部位に着目した点検･調査を行います。 

また、損傷等の程度に応じて緊急処置(通行規制等)や対策工事を実施します。 
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 2-2 点検の方法 

 
施設の点検は、日常点検、定期点検の２つに分けて点検します。道路維持管理の一

環として現状を把握し、安全性や耐久性に影響すると考えられる損傷を早期に発見し

対策を行うことにより、常に施設が良好な状態であることを目指します。 

 

・日常点検は橋梁の保全を図るために日常的に実施します。 
・定期点検は５年サイクルで近接目視点検を実施します。 

・異常時点検は地震等が発生した場合に施設の安全性を確認するために実施します。 
 

 
 

 

定期点検手法は、下記要領に基づいて行います。 
 

 

表－点検要領一覧 

施設名 点検要領名 発行年月 発行元 

シェッド 

大型カルバート 

シェッド、大型カルバート等

定期点検要領 

令和６年３月 国土交通省道路局 

 

横断歩道橋 横断歩道橋定期点検要領 令和６年３月 国土交通省道路局 

門型標識等 門型標識等定期点検要領 令和６年３月 国土交通省道路局 

    

 

 
 
 
 
 
 

点
検
の
体
系 

日常点検 
（パトロール） 

定期点検 

異常時点検 

施設の予防保全を図るために日常的に目視点検を行い、早期の異常
発見、清掃等を実施するとともに、必要な維持作業を実施 

施設各部材の状態を把握，診断することを目的とした近接目視点検 

地震や台風などの異常時、またはその恐れがある場合に施設の安全
を確認するための点検や、他の地域などで発生した事象による点検実
施や国などからの一斉点検などの総点検 
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３ 補修の優先度の考え方 

 
(1)  施設の定期点検（令和元年度～令和５年度）の結果に基づき、計画的に補修

を実施します。 

 

(2)  同一判定区分の中でも、塩害地域は優先して補修対策を実施します。 

※塩害地域：本土は海岸線から 200m 以内、離島・奄美は全域 

 
表－対策優先度表 

 
・ ①→②→③→④→⑤→⑥の順で対策を行う 

・ 括弧書き内の数字は平成 26 年度～平成 30 年度の定期点検結果 

・ 上表を基本にして対策を進めるが、３巡目定期点検の結果や、第三者への影響、

劣化の進行状況、緊急性を考慮し柔軟に対策を行う 

 
(3)  同一判定区分内の優先順位は、路線の重要性などの優先度指数を考慮します。 

 

優先度指数＝Ｘ１＋Ｘ２ 

 
 
 
 
 
 
 
 

優先順位 - ⑤ ③ ①

橋数 1施設 5施設 10施設 0施設

優先順位 - ⑥ ④ ②

橋数 11施設 47施設 16施設 4施設

（11施設） （70施設） （26施設） （0施設） （107施設）

項目

判定区分

合計
Ⅰ Ⅲ Ⅳ

52施設

Ⅱ

塩害地域 16施設

一般地域 78施設

合計
12施設 26施設 4施設 94施設
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４ 実施計画の策定 

 

道路附属物等（大型の構造物）長寿命化修繕計画に基づいた実施計画を策定し、計

画的な補修を実施します。 

計画期間は、2028（令和 10）年度までとします。 

 
 
５ 新技術等の活用方針 

 

道路附属物等（大型の構造物）の定期点検や修繕等の実施に当たっては、費用の縮

減や事業の効率化などを図るための比較検討において必ず、新技術情報提供システム

（NETIS）や点検支援技術性能カタログに登録された有用な新技術等の活用の検討を

行います。また、令和 10年度までに、１施設の修繕において新技術等の活用を決定し

ており、今後も更なる活用を目指します。 

 
 
６ 費用の縮減に関する具体的な方針 

 

道路附属物等（大型の構造物）については、本計画に基づいて、劣化が顕著に表れ

る前に修繕を実施し、ライフサイクルコストの縮減に取り組むとともに、新技術等を

活用することで、修繕等に要する費用の縮減に取り組みます。なお、「５.新技術等の

活用方針」に記載している新技術等の活用により、現時点において、令和 10 年度まで

に約 435 万円の費用の縮減を目指します。 

 
 

７ 集約・撤去の方針 

 
本県が管理する道路附属物等について，現時点では集約・撤去となる施設がないと

ころです。しかし，今後の利用状況などを勘案し，地元の意見等を踏まえながら、将

来的な集約・撤去を含めた検討を行い，費用の縮減を目指します。 

 

 
８ 計画の運用 

 
引き続き計画を推進しながら、点検結果や対策の実施状況を踏まえた上で、定期的に

計画を見直します。 
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Ｒ６～Ｒ１０道路附属物等点検・修繕実施計画

R6 R6 R7 R7 R8 R8 R9 R9 R10 R10

点
検

修
繕

点
検

修
繕

点
検

修
繕

点
検

修
繕

点
検

修
繕

上福元カルバート 主 鹿児島加世田 鹿児島市 2003 30.0 R4 Ⅱ ○ －

錫山カルバート 主 鹿児島川辺 鹿児島市 2003 59.0 R4 Ⅱ ○ －

新屋敷交差点歩道橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1967 63.5 R5 Ⅱ ○ －

田上小学校前歩道橋 主 鹿児島東市来 鹿児島市 1973 28.2 R5 Ⅲ 修繕 ○ 20 R5補修完了

名山小前横断歩道橋 主 鹿児島蒲生 鹿児島市 1967 11.6 R5 Ⅱ ○ －

郡元歩道橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1975 32.0 R5 Ⅱ ○ －

南小前歩道橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1975 32.0 R5 Ⅱ ● ● ○ 20

宇宿２丁目歩道橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1975 28.0 R5 Ⅱ ○ －

南栄交差点歩道橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1972 31.3 R5 Ⅱ ○ －

卸本町交差点歩道橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1972 31.3 R5 Ⅱ ○ －

福祉センター歩道橋 一 鹿児島港下荒田 鹿児島市 1996 50.5 R5 Ⅱ ○ －

第一鴨池歩道橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1975 39.5 R5 Ⅰ ○ －

第二鴨池歩道橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1975 28.2 R5 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10

鳥越陸橋昇降路歩道橋 主 鹿児島吉田 鹿児島市 1975 20.0 R5 Ⅱ ○ －

第二郡元歩道橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1997 31.1 R5 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1992 － R4 Ⅳ 修繕 ● ○ 10

門型標識等（道路標識） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1988 － R4 Ⅳ 修繕 ● ○ 10

門型標識等（道路標識） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 2004 － R4 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 主 鹿児島加世田 鹿児島市 不明 － R4 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 一 鹿児島港下荒田 鹿児島市 不明 － R4 Ⅳ 修繕 ● ○ 10

門型標識等（道路標識） 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1991 － R4 Ⅳ 修繕 ● ○ 10

門型標識等（道路標識） 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1991 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 328号 鹿児島市 1989 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1994 － R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
門型標識等（道路情報提供装置） 主 谷山知覧 鹿児島市 1995 － R4 Ⅱ ○ －

西原歩道橋 国 269号 鹿屋市 1967 13.5 R1 Ⅲ 修繕 ● ○ 10

北田歩道橋 国 269号 鹿屋市 1991 19.9 R1 Ⅱ ○ －

寿歩道橋 国 269号 鹿屋市 1968 17.8 R1 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 国 269号 鹿屋市 不明 － R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10

門型標識等（道路標識） 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 不明 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 269号 鹿屋市 1991 － R4 Ⅰ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 504号 鹿屋市 1995 － R4 Ⅰ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 主 垂水南之郷 鹿屋市 1993 － R4 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 国 270号 枕崎市 不明 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 389号 阿久根市 1993 － R4 Ⅱ ○ －

武本ロックシェッド 国 328号 出水市 不明 107.2 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ ● 50 R5年度から措置中

大川内ロックシェッド 国 447号 出水市 不明 141.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ ● 60 R4年度から措置中

門型標識等（道路標識） 国 328号 出水市 不明 － R4 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 一 出水高尾野 出水市 不明 － R4 Ⅱ ○ －

風穴洞門 国 269号 指宿市 1988 140.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ○ ● ● 60
門型標識等（道路情報提供装置） 主 垂水南之郷 垂水市 1992 － R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10

清浦洞門 国 328号 薩摩川内市 1969 62.0 R2 Ⅱ ○ －

第２清浦洞門 国 328号 薩摩川内市 1969 277.0 R2 Ⅱ ○ －

大小路横断歩道橋 国 267号 薩摩川内市 1988 20.0 R1 Ⅰ ○ － H30年度末時点措置済

門型標識等（道路情報提供装置） 国 267号 薩摩川内市 2001 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 主 谷山伊作 日置市 1995 － R4 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 国 269号 曽於市 1982 － R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10

福山カルバート 国 504号 霧島市 2011 18.0 R4 Ⅱ ○ －

高千穂歩道橋 国 223号 霧島市 1991 10.8 R1 Ⅱ ○ －

小谷歩道橋 国 223号 霧島市 1991 19.2 R1 Ⅱ ○ －

浜之市歩道橋 国 223号 霧島市 1971 19.0 R5 Ⅰ ○ －

帖佐歩道橋 一 松原帖佐停車場 霧島市 1968 15.0 R5 Ⅰ ○ －

門型標識等（道路標識） 国 504号 霧島市 不明 － R4 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 国 504号 霧島市 不明 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 223号 霧島市 1991 － R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
門型標識等（道路情報提供装置） 国 223号 霧島市 1990 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 504号 霧島市 1997 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 504号 霧島市 1994 － R4 Ⅱ ○ －

串木野小前歩道橋 主 串木野樋脇 いちき串木野市 1967 11.0 R1 Ⅰ ○ － H30年度末時点措置済

伊津部カルバート 国 58号 奄美市 2005 20.0 R4 Ⅱ ○ －

奄美高校前歩道橋 国 58号 奄美市 1969 12.2 R1 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 70

金久中前歩道橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1976 23.8 R1 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ 100

門型標識等（道路標識） 国 268号 伊佐市 2002 － R5 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 国 268号 伊佐市 2002 － R5 Ⅱ ○ －

門型標識等（道路標識） 国 268号 伊佐市 不明 － R5 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5県単にて修繕済

門型標識等（道路標識） 国 268号 伊佐市 不明 － R5 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5県単にて修繕済

門型標識等（道路情報提供装置） 国 267号 伊佐市 1988 － R5 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 268号 伊佐市 1988 － R5 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 447号 伊佐市 1994 － R5 Ⅱ ○ －

米山歩道橋 主 川内加治木 姶良市 1977 15.2 R1 Ⅱ ○ － H30年度末時点措置済

紫尾１ロックシェッド 国 328号 さつま町 不明 42.7 R2 Ⅱ ○ －

紫尾２ロックシェッド 国 328号 さつま町 不明 58.7 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 30

門型標識等（道路標識） 国 328号 さつま町 2012 － R4 Ⅰ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 267号 さつま町 不明 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 267号 さつま町 不明 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 328号 さつま町 不明 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 389号 長島町 1994 － R4 Ⅱ ○ －

川添カルバート 国 268号 湧水町 不明 8.0 R4 Ⅱ ○ －

吉松横断歩道橋 国 268号 湧水町 1973 19.4 R1 Ⅱ ○ －

城元洞門 国 448号 錦江町 1988 150.7 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 70
門型標識等（道路情報提供装置） 国 448号 錦江町 1992 － R4 Ⅱ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 448号 錦江町 1992 － R4 Ⅰ ○ －

第２浮津洞門 国 269号 南大隅町 1982 184.5 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10

石走洞門 国 269号 南大隅町 1986 208.5 R3 Ⅲ 修繕 ○ 90

新浮津洞門 国 269号 南大隅町 1987 163.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 70

大川洞門 国 269号 南大隅町 1990 87.6 R3 Ⅲ 修繕 ○ 40

大浜洞門 国 269号 南大隅町 1992 152.5 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 70

第２大川洞門 国 269号 南大隅町 1993 60.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 30
門型標識等（道路情報提供装置） 国 269号 南大隅町 1992 － R4 Ⅰ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1993 － R4 Ⅰ ○ －
門型標識等（道路情報提供装置） 国 448号 肝付町 1992 － R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
門型標識等（道路情報提供装置） 国 448号 肝付町 1992 － R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10

名音洞門 主 名瀬瀬戸内 大和村 1968 303.5 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ● ● ○ 130

門型標識等（道路標識） 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 不明 － R4 Ⅰ ○ －

施設名

R6～R10道路附属物等点検・修繕実施計画

措置
概要

概算
費用

(百万円)

道路
種別

路線名
備考

完成
年度

延長 点検
年度

判定
区分

路線

市町村名

R1～R5点検結果
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